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全産業と商業の被災者の推移 
休業４日以上の労働災害 

商業 全産業 
転倒 

 47人 

30% 

動作の反動 

無理な動作 

23人 

15% 墜落・転落 

18人 

12% 

交通事故 

16人 

10% 

はなまれ 

巻き込まれ 

16人 

10% 

切れ・こすれ 

10人 

6% 

飛来・落下 

9人 

6% 

激突 

7人 

5% 

激突され 

5人 

3% 

その他 

4人 

3% 

商業における事故の型別災害発生状況 

平成２６年、休業４日以上 

バックヤード 

36% 

売場 

23% 

通路・階段・駐

車場 

19% 

配達中・

配達先 

15% 

その他 

7% 

商業における場所別災害発生状況 
平成２６年、休業４日以上 

濡れ・凍結によ

る滑りやすい床

面等 

26% 

荷物・台車等の

移動可能な物 

17% 
階段、 

車止め、 

縁石等 

15% 

労働者・顧客 

との接触 

8% 

その他 

34% 

転倒に係る労働災害の発生原因 
商業、休業４日以上、平成２６年 

荷の取扱

中 

65% 

その他 

35% 

動作の反動・無理な動作に係る労働災

害の作業内容 
商業、平成２６年、休業４日以上 

脚立・

はしご 

37% 

階段 

25% 

トラッ

ク荷台 

12% 

陳列棚 

13% 

その他 

13% 

墜落・転落災害に係る起因物 
商業、平成２６年、休業４日以上 

食品加工用

機械等の危

険個所への

接触 

22% 

手工具 

17% 

車両や台車 

との接触 

13% 

台車や荷台

からの荷等

の落下 

13% 

とびらの

開閉時 

10% 

その他 

25% 

はさまれ・巻き込まれ、切れ・こすれ、 

激突、激突され、飛来・落下 

に係る労働災害の発生の原因等 

平成２６年、休業４日以上 

 
１ 休業４日以上の死傷災害の推移 

労働災害による休業４日以上の死傷者数は、全産業では減少傾向にありますが、商業では、

ほぼ横ばい傾向にあります。 

事故の型別でみると、「転倒」３０％、「動作の反動・無理な動作」１５％、「墜落・転落」

１８％、「交通事故」１２％、「はさまれ・巻き込まれ」１０％などとなっています。 

２ 「転倒」災害における発生場所及び起因物 

場所別にみると、バックヤードと売場で全体の６割を占めています。また、起因物をみる

と、濡れ・凍結による滑りやすい床面等２６％、荷物・台車などの移動可能な物１７％、階

段、車止め、縁石等１５％、労働者・顧客との接触８％となっています。 

３ 動作の反動・無理な動作、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ等について 

「動作の反動・無理な動作」による災害は、６５％が荷の取扱中に発生しています。また、

「転落・墜落」災害は、脚立、はしご、階段に係るものが６２％を占めています。 

「はさまれ・巻き込まれ」や「切れ・こすれ」等に係る災害は、食品加工用機械等の危険

個所への接触が２２％、包丁などの手工具によるものが１７％、車両や台車との接触が１３％、

台車や荷台等からの荷等の落下が１３％となっています。 



 
１ 労働災害防止を推進する体制づくり等 

· 管理者は、従業員の安全と健康の確保が職制本来の仕事であるという認識を持つこと 

· 安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等を配置するなど安全衛生管理体制の整備 

· 作業マニュアルの作成（包丁、台車、脚立、食品加工用機械の点検・修理・清掃等） 

· 朝礼等における危険予知活動の導入と危険個所の表示（危険の見える化） 

· 「４Ｓ活動」（整理・整頓・清掃・清潔）の実施 

· 雇入れ時教育、作業内容変更時教育等の実施 

２ 「転倒」災害の防止 

 一般的事項 

· 安全な基本動作の徹底 

· 確認してから次の動作に移ること、走らないこと、慌てないこと 

· 履物は、滑りにくく、安定したものを着用すること 

· 通路の照度を確保すること 

· 他の作業者やお客様に接触しないようにすること 

 濡れた床面等による「転倒」災害の防止 

· 床等の濡をきちんと拭取ること（「４Ｓ」活動） 

· 水を常時使う場所や冷凍庫には、「転倒注意」等の表示を行うこと 

· 床面等の清掃時には、「清掃中（後） 転倒注意」等の表示を行うこと 

· 雨天時には、玄関等に転倒注意の表示を行うこと 

· 出入口、油が飛ぶ場所にはマットの敷設すること 

 通路等においてある荷物等による「転倒」災害の防止 

· バックヤード等において、通路の表示を行う等安全な通路を確保すること 

· 通路・階段・出入口等に 荷物等を放置しないこと（「４Ｓ」活動） 

· 台車は決められた場所に置くこと（「４Ｓ」活動） 

 段差等による「転倒」災害の防止 

· 床面や通路は、くぼみや段差がなく滑りにくい構造とすること 

· 階段には、滑り止めや手すりを設けること 

· 段差等の転倒の恐れのある個所にはペンキで色を付ける等の注意表示を行うこと 

３ 「動作の反動・無理な動作」等に係る災害の防止 

· 物の持ち上げや運搬等における基本動作を遵守すること 

· 大きい荷物や重量物の運搬には台車等を使用すること 

· 重い商品は腰を落として、膝・足の力で持ち上げること 

· 低い商品棚の整理の際には、膝をつくこと（しゃがみ込み作業、腰曲げ作業はしない） 

· 荷物等の取扱は安定した姿勢で行うこと 

４ 「転落・墜落」災害の防止 

· 脚立・踏台・はしごは、安定した場所で、正しい使用方法で用いること 

· 棚の上部のものを取り扱う場合は、踏台や脚立を使用すること 

· 倉庫などの高所の床の端には、周囲に手すりや柵を設けること 

５ 「切れ、こすれ」等に係る災害の防止 

· 食品加工機械等の点検、掃除、修理をする場合には、機械を停止すること 

· 食品加工機械等の刃物部分のガードを外すなど、本来の状態でない形で使用しないこと 

· 包丁等の刃物を使用する時は目線を外さない等基本的な作業動作を遵守すること 

· 台車の積み荷は、前方が確認できる高さまでとすること 

４Ｓ活動 

危険の「見える」化 


